
８医第 127号  

令和８年(2026年)６月 16日  

 

 一般社団法人長野県医師会長 様 

 

長野県健康福祉部長  

                                                      （公印省略）   

 

医療計画制度に関する通知について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局長等から通知がありました。 

ついては、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願

いします。 

なお、市町村、中核市保健所及び保健福祉事務所あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

１ 「医療計画について」の一部改正について（令和８年６月 10 日付け医政発 0610

第４号厚生労働省医政局長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画の全体像について明示した「医療計画作成指針」について、厚生

労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がとりま

とめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

２ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和８年６月 10日付け医政地

発 0610第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画に位置付ける疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制の考え

方を明示した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」について、

厚生労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がと

りまとめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 



 

８医第 127号  

令和８年(2026年)６月 16日 

  

 

 一般社団法人長野県歯科医師会長 様 

 

長野県健康福祉部長                                                        

（公印省略）   

 

医療計画制度に関する通知について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局長等から通知がありました。 

ついては、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願

いします。 

なお、市町村、中核市保健所及び保健福祉事務所あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

 

１ 「医療計画について」の一部改正について（令和８年６月 10 日付け医政発 0610

第４号厚生労働省医政局長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画の全体像について明示した「医療計画作成指針」について、厚生

労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がとりま

とめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

２ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和８年６月 10日付け医政地

発 0610第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画に位置付ける疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制の考え

方を明示した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」について、

厚生労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がと

りまとめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 



８医第 127号  

令和８年(2026年)６月 16日 

  

一般社団法人長野県薬剤師会長 様 

 

長野県健康福祉部長  

                                                      （公印省略）   

 

医療計画制度に関する通知について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局長等から通知がありました。 

ついては、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願

いします。 

なお、市町村、中核市保健所及び保健福祉事務所あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

 

１ 「医療計画について」の一部改正について（令和８年６月 10 日付け医政発 0610

第４号厚生労働省医政局長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画の全体像について明示した「医療計画作成指針」について、厚生

労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がとりま

とめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

２ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和８年６月 10日付け医政地

発 0610第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画に位置付ける疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制の考え

方を明示した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」について、

厚生労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がと

りまとめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 



 

８医第 127号  

令和８年(2026年)６月 16日  

 

 公益社団法人長野県看護協会長 様 

 

長野県健康福祉部長  

                                                      （公印省略）   

 

医療計画制度に関する通知について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局長等から通知がありました。 

ついては、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願

いします。 

なお、市町村、中核市保健所及び保健福祉事務所あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

 

１ 「医療計画について」の一部改正について（令和８年６月 10 日付け医政発 0610

第４号厚生労働省医政局長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画の全体像について明示した「医療計画作成指針」について、厚生

労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がとりま

とめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

２ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和８年６月 10日付け医政地

発 0610第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画に位置付ける疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制の考え

方を明示した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」について、

厚生労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がと

りまとめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 



８医第 127号  

令和８年(2026年)６月 16日  

 

 一般社団法人長野県助産師会長 様 

 

長野県健康福祉部長  

                                                      （公印省略）   

 

医療計画制度に関する通知について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり厚生労働省医政局長等から通知がありました。 

ついては、通知の内容について御了知いただくとともに、貴会会員への周知をお願

いします。 

なお、市町村、中核市保健所及び保健福祉事務所あて別添のとおり通知しました。 

 

記 

 

 

 

１ 「医療計画について」の一部改正について（令和８年６月 10 日付け医政発 0610

第４号厚生労働省医政局長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画の全体像について明示した「医療計画作成指針」について、厚生

労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がとりま

とめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

２ 疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和８年６月 10日付け医政地

発 0610第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 【概要】 

第８次医療計画に位置付ける疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制の考え

方を明示した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」について、

厚生労働省に設置されている「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」がと

りまとめた意見等を踏まえ、一部改正した旨を周知するもの。 

 

 

 

 

 

 （問合せ先） 

担 当：医療政策課企画管理係 宮坂 

電  話：026-235-7145（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2681 

E-mail：iryo@pref.nagano.lg.jp 


